
尾張旭市議会議長殿

一般質問(個人)通告書

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により6月定例会において別

紙のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及ぴ質問方法は、下記のとおりで,、。
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別紙                    氏 名  いとう 伸一  

質 問 事 項 

 

№  １   

現行の公会計処理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

平成27年１月に、総務省より固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提と

した財務書類の作成に関する統一的な基準が示された（マニュアルは令和元年

８月改訂）。 

この際、ノウハウを取得した職員の育成と、ＩＣＴを利用したシステムの整

備が不可欠であると示された。 

この基準に従って行っている会計処理について以下の３点の答弁を求める。 

 

（１）現行の会計処理について 

現行の単式簿記の会計処理のメリットとデメリットを伺う。 

 

（２）固定資産台帳の活用について 

固定資産台帳をどのように活用しているか？ 

 

（３）複式簿記の導入について 

複式簿記への移行をどのように考えているか？  

 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  いとう 伸一  

質 問 事 項 

 

№  ２   

在来植物保護のためのオオキンケイギク駆除について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

令和元年６月２日に天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、全国植樹祭が開催さ

れた。このすばらしい植樹祭の意義の一つが、日本古来の在来種を守ること

と考える。 

例えばタンポポにも在来種と外来種があるが、タンポポの外来種であって

も日本になじみ、生態系を変えるほどの力はなく、他の植物と共存している。 

ところが、鮮やかな黄色い花を咲かせるオオキンケイギクは、繁殖力が強

く、古くから日本に生育している在来種を駆逐し、景観を一変させてしまう

ため、特定外来生物に指定されており、駆除が必要。 

尾張旭市でも、河川敷や道路沿いにだけでなく、民家の近くに生えている

場合もあり、５月初旬には三郷駅の駐輪場にも咲いていた。 

オオキンケイギクは全国的に増えており、在来種への影響が懸念される。 

 

（１）オオキンケイギクの周知について 

オオキンケイギクの存在や特徴の周知方法を問う。 

 

（２）私有地の駆除について 

私有地の駆除は他人ではできない。所有者がオオキンケイギクが生えて

いることを知らない場合、ピンポイントで土地の所有者にオオキンケイギ

クの告知は可能か？ 

 

（３）危険な場所の駆除について 

道路沿い等の駆除は危険を伴うので、個人では駆除できない場合が多い

が、どのような対応が可能か？ 

 

※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  いとう 伸一  

質 問 事 項 

 

№  ３   

三郷交差点の森林公園通りの渋滞緩和について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

令和５年３月19日に森林公園通りと並行する北原山中央通りが開通した。 

私は森林公園通り沿いのイトーヨーカドー南側で生活しており、日々の渋

滞状況を見ているが、今のところ渋滞緩和の実感はない。 

この点について以下の２点の答弁を求める。 

 

（１）三郷交差点の森林公園通りの渋滞状況について 

北原山中央通り開通による、森林公園通りの渋滞状況は以前と比べて変

化したか？ 

 

（２）バイパス整備以外の渋滞緩和策について 

北原山中央通りのようなバイパス整備以外の渋滞緩和策を考えている

か？ 

 

 

※ 申し合わせ事項に留意する。 


